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ツキノワグマの年間捕獲数の上限の引き上げについて 

 

第２期石川県ツキノワグマ管理計画に定める年間捕獲数の上限１２６

頭を令和２年度には２５０頭とすること 

 
 

 「１２６頭」を「１２６頭（ただし、大量出没が発生した令和２年度

は２５０頭とする。また、令和３年度に大量出没が発生した場合も同様

とする。）」と読み替える。 


